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１. 【募集】「令和８年度デジタルスキル習得支援事業補助金」について 

 
県では、DX の推進・生産性向上等に挑戦する中小企業者の皆様に対して、デジタルスキルに係

る資格取得やスキルアップのための教育研修費等を支援します！ 
 
【申請期間】 
・令和９年（２０２７年）１月２９日（金）まで 
 
【対象者等】 
・茨城県内に主たる事務所・事業所を有する事業者であり、県内において DX の推進・生産性向 

上等（以下１～３のいずれかの目的）に取り組むいばらきリスキリング推進宣言企業である者 
１ ＤＸ推進（業務プロセスのデジタル化、データ活用、BPR 等） 
２ 生産性向上（業務時間削減、品質向上、エラー削減、リードタイム短縮等）  
３ 付加価値創出・新分野進出（既存事業の高度化、新サービス・新商品、販路拡大等） 
 
【対象経費】 
DX の推進、生産性向上等に取組むために必要となるデジタルスキルに係る資格取得やスキルア 
ップのための教育研修費等（外部研修の受講料、外部講師の招へい費用(謝金、旅費) 
※交付決定日から令和９年（２０２７年）２月 28 日までの間に受講（支払含む）完了するもの 

に限ります。 
※従来と同じ事業分野の中で、単純なメニューの追加等を行う場合は対象外です。 
【補助額】 
・１事業者あたり最大１０万円（補助率１/２） 
 
※内容、申請方法等の詳細は、下記 URL（県産業人材育成課 HP）をご確認ください。 
 https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/shokorodo/sanjin/tyuusyoukigyou.html 
※先着順の受付となります。また、募集期間内であっても、補助金交付申請額が予算額に到達し 

次第、終了とさせていただきます。 
※いばらきリスキリング推進宣言については下記 URL（いばらきリスキリングプロジェクト）を 

ご確認ください。 
 https://ibaraki-rs.jp/promotion/declaration/ 



 
【問い合わせ先】 
県産業戦略部 産業人材育成課 人材育成グループ 
TEL：029-301-3653 E-mail：rousei4@pref.ibaraki.lg.jp 
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２．【お知らせ】障害者の法定雇用率引き上げ（令和８年７月～）について 
 

障害者雇用促進法により、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを
義務づけられています。 

この度、2026 年７月より法定雇用率が引き上げられ、対象事業主の範囲も拡大されることから、
事業主の皆様には、計画的な採用や体制整備がより一層求められます。 

県では、障害者雇用伴走・定着支援員による企業訪問や各種イベントを通じて、障害者とのマッ
チングや定着を支援しております。 

障害者雇用にお悩みの事業主の皆様は、ぜひ障害者雇用・伴走定着支援員まで、お気軽にご相談
ください。 
 
【法定雇用率引き上げの概要（2026 年７月１日～）】 
・法定雇用率：2.5％ → 2.7％ 
・対象事業主： 40.0 人以上 → 37.5 人以上 
 
【（参考）本県の障害者の実雇用率（2025 年６月１日時点）】 
・全国平均：2.41％ 
・茨城県：2.32％ ※全国順位…45 位／47 都道府県 
 
○本県の実施事業 
・障害者雇用伴走・定着支援員による障害者雇用支援 

https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/rodo/ginou/syougaisyakoyousousyutu-sienjigyou.html 
・求職者向け企業見学会や面接会等の開催 
 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/koyo/syougaisyakoyouibento.html 
 
【問い合わせ先】 
いばらき就職支援センター（障害者雇用伴走・定着支援員） 
TEL：029-303-6322 
Mail：rousei6@pref.ibaraki.lg.jp 
FAX：029-221-6031 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
３．【募集】「外国人留学生インターンシップの受入企業」募集中！ 
 

茨城県外国人材支援センターでは、外国人留学生の県内企業への就職を促進するため、外国人留
学生のインターンシップを実施します。 

現在、インターンシップの受入企業を募集しておりますので、外国人留学生の採用に関心のある
企業様は、ぜひお申込みください。 
 
■対象企業 
外国人留学生の採用に関心のある茨城県内の事業所 
■参加学生 
茨城県内の大学院・大学に在籍する外国人留学生 
※ 日本語レベルは募集要項で指定できます 
■内  容 
１Day のオープンカンパニーや課題解決型のインターンシップなど 
※ 給与等の事業所負担は基本的にありません。 
■実施時期 
2026 年 4 月～2027 年 3 月 ※ 期間・時期はご相談に応じます 
■申 込 先 
茨城県外国人材支援センター 
ホームページ URL https://ifc.ibaraki.jp/internship/ 
 
【問い合わせ先】 
茨城県外国人材支援センター 
TEL：029-239-3304 



お問合せフォーム https://ifc.ibaraki.jp/contact/ 
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４．【紹介】外国人受入優良企業の取組事例をご紹介！ 
 

県では、外国人が共に活躍できる職場づくりにおいて、優れた取組や先進的な取組を行う企業を
認定する「茨城県外国人受入優良企業等認定制度」を昨年度創設しました。 

認定企業の取組をシリーズでご紹介します。 
 
【第１回】VeBuIn（ヴィビュイン）株式会社（つくば市/情報通信業） 
■ 特徴：インドの提携大学の学生を採用し、現地の自社拠点で日本語や日本文化を教育してから来 

日させる独自のスキームを確立 
■ 先進性：８名の外国人を管理職に登用 
■ 定着支援：社員だけでなく、その家族にも専属講師による日本語教育を提供し、家族ぐるみの定 

住を支援 
 
➤詳細は外国人材支援センターHP をご覧ください。 

https://ifc.ibaraki.jp/case-study/nintei/page-3892/ 
 
【問い合わせ先】 
県産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室  
TEL：029-301-3645 E-mail：rosei2@pref.ibaraki.lg.jp 
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５．【募集】インド人材採用関係イベントの参加企業募集について 
 

人材の採用が大きな経営課題の一つになっている中で、インドの優秀で豊富な人材に注目が集ま
っています。 

このため、茨城県ではインド人材の受入に興味がある県内企業向けに、インド人材について「知
り」、その理解を「深め」、インド人材と県内企業を「繋ぐ」一連の取組として、「いばらき×イン
ド人材プロジェクト」を展開しています。 

求める人材に応じて、セミナーやインド現地で視察、ジョブフェア等を開催いたします。 
「インド＝IT」のイメージがありますが、IT 分野のみならず、製造、建設など、様々な分野で優秀
な人材の送出しが期待できます。 

日本での就労を目指すインド人材と出会う機会をぜひご活用ください。 
 
各イベントのご案内は、県庁ホームページをご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/koyoushitsu/25ibaraki_india_project.html 
 
【問い合わせ先】 
県産業戦略部 労働政策課 雇用促進対策室 
TEL：029-301-3645 E-mail：rosei2@pref.ibaraki.lg.jp 
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６．【募集】「モンゴル人材雇用促進セミナー＆交流会」参加企業募集中！ 
 

県では、県内企業における高度外国人材の確保・定着を促進するため、2022 年にモンゴルの教育
機関 「新モンゴル学園」 と人材育成・送出し・受入れ促進に関する協力覚書を締結しております。 

この度、モンゴル人材の更なる雇用促進を図るため、現地教育機関（新モンゴル学園が運営する
新モンゴル高等専門学校）や実際の雇用事例を紹介する企業向けセミナーを下記のとおり開催いた
します。 

現在、参加企業を募集しておりますので、外国人材の活用にご関心のある企業様は、ぜひお申込
みください。 
 
■日時 

2026 年５月 26 日（火） 16:00～18:00 
■場所 

ザ・ヒロサワ・シティ会館 分館１階 集会室７（オンライン参加可） 
■内容 
 ・モンゴル人材の特徴と可能性（駐日モンゴル大使館） 
 ・現地教育機関（新モンゴル高等専門学校）の紹介 



（新モンゴル高等専門学校 職員・学生） 
 ・県内の受入企業、モンゴル人社員による事例紹介 

（アルテンジャパン㈱（IT）、宇賀神電機㈱（製造）、㈱ヒューマンサポートテクノロジー（IT）） 
・交流会 

■参加費 
 無料 
■申込締切 
 2026 年５月 25 日（月）正午 
■申込方法 
 下記 Web フォームからお申込みください。 
 https://forms.cloud.microsoft/r/tbRaSgH7Jx 
 
【問い合わせ先】 
茨城県外国人材支援センター 
TEL：029-239-3304 
お問合せフォーム：https://ifc.ibaraki.jp/contact/ 
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７．【募集】「働く女性のキャリアを考える教材」のご案内 
 

県では、県内外の女性活躍の現況や女性が職場で活躍するためのポイントを学び、女性が自らの
キャリアについて考えることができる動画教材を提供しています。企業内研修や個人学習など様々
な機会にご活用ください。 
 
【この教材をお勧めしたい方】 
 例えばこんなお悩みや課題をお持ちの方へ 
・自社で女性活躍を進めたい。女性社員にリーダーとして活躍してほしい。 
・自分自身の今後のキャリアについて考えたい。 
・女性活躍の日本や本県の現在の状況を知りたい。 
 
【教材概要】 
（女性活躍の現状） 
内容：様々なデータから日本及び茨城県の女性活躍に関する現状を学ぶ 
受講時間：約 19 分 
 
（私らしく活き活きと活躍するキャリアを考える） 
内容：「私らしいキャリアを考える視点」や「活き活きと活躍するための 3 つのポイント」を学ぶ 
受講時間：約 32 分 
 
【申込方法】 
 以下の県ポータルサイトからお申し込みください。 

https://yell.pref.ibaraki.jp/womanact//women_career_teaching_material.html 
  
【お問合せ先】 
県産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉 G   
TEL 029‐301-3635  Mail rosei1@pref.ibaraki.lg.jp 
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８．【情報】外国人従業員の結核対策について 
 
～外国人を雇用する事業主のみなさまへ～ 

近年、20 代を中心とした若い世代の外国生まれの結核患者が増加しています。 
結核は発症しても、早期に発見して適切に治療すれば、重症化を防ぐことができ、職場内での感染
拡大の防止にもつながります。 

早期発見のため、定期的に健康診断を受けさせましょう。 
また、従業員の健康に留意し、次の症状がある場合は、早めに医療機関を受診させましょう。 

 
■結核の症状 
 ・２週間以上の咳やたん 
 ・体のだるさ 
 ・微熱が続く 
■感染経路 



 ・結核が進行すると、咳やくしゃみなどによって、空気中に結核菌が飛び散り、これを吸い込ん 
だ周りの人に感染が拡がります。 

■結核の治療 
 ・毎日きちんと薬を飲むことで治ります。標準的な治療期間は６～９ヶ月です。医師の指示に従 

って治療を受けましょう。 
 

＜参考＞結核罹患率（人口 10 万人当たり）の状況 
 

国 名 罹 患 率 年 次 

日  本 8.1 2024 

タイ 157 2023 

ベトナム 182 2023 

ネパール 229 2023 

インドネシア 387 2023 

ミャンマー 558 2023 

フィリピン 643 2023 

 
茨城県の結核対策につきましては、以下の県ホームページをご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/kekkaku/inde
x.html 
 
【問い合わせ先】 
県保健医療部 疾病対策課 感染症対策室 疫学グループ            
TEL：029-301-3233  E-mail：yobo5@pref.ibaraki.lg.jp 
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９．【募集】「茨城県災害ボランティア登録制度」登録団体募集中！ 
 
 長野県・北部で M5.1、北海道・三陸沖で M7.7 の地震が発生するなど、近頃大きな地震が増えて
いますね。災害に対する備えやボランティア活動の重要性を、改めて感じた方も多いのではないで
しょうか。 

県では、「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例」（令和２年１２月制定）
を踏まえ、災害ボランティア活動の支援・促進に取り組んでいます。 
 「茨城県災害ボランティア登録」は、災害ボランティア活動にご協力いただける事業所などに予
めご登録いただく制度です。登録すると災害ボランティアに関する情報を配信いたします。皆様の
積極的なご登録をお願いいたします。 

◎災害時：災害ボランティアセンター開設情報やボランティア募集情報など 
◎平 時：災害ボランティア活動に関する様々な情報など 

 ※「茨城県災害ボランティア登録」は、登録者への「災害ボランティア活動」に関する情報発信
を趣旨としており、登録によって災害発生時の災害ボランティア活動が義務づけられるものではあ
りません。 
 
１ 登録対象団体 
  災害ボランティア活動を希望する事業所又は同活動に関心がある事業所 
  ※登録する際にはメールアドレスが必要となります。 
 
２ 登録方法 
  県福祉政策課ＨＰ又は特設サイト「災ボラＳＴＡＮＤＢＹ（スタンバイ）」から、「災害ボラン
ティア登録」の団体登録用フォームにアクセスし、オンライン申請を行います。 



 
【災ボラＳＴＡＮＤＢＹ】URL：https://xn--standby-z34f4dy115e.jp/ 
 
※なお、災害ボランティア登録は個人登録も実施しておりますので、是非、従業員の方々等にもご
案内ください。 
 
【問い合わせ先】 
県福祉部 福祉政策課地域福祉グループ            
TEL：029-301-3157  E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 
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10．【案内】茨城県人権啓発推進センターの講師派遣事業のご案内 

 
 誰もが多様性を認め合い、県民一人ひとりが尊重される社会を実現するため、「茨城県人権啓発推
進センター」では、企業や団体の職場などで行う様々な研修会などへ講師の派遣（無料）を行って
います。 

みなさまの職場研修や学習会などに、どうぞご利用ください。 
 
１ 講師派遣事業の概要 
 ・派遣講師  県人権啓発推進センターの人権相談員等を派遣します。 
 ・講義時間  ご依頼者様のご都合の時間で対応します。（20 分間～120 分間など） 
 ・講義内容  「人権とは？」をはじめ、女性や子どもの人権、同和問題のほか、今、問題とな 

っているインターネットの人権やハラスメントなど幅広く対応します。また、講 
義時間によっては、リーフレットの利用や人権啓発ＤＶＤの鑑賞も可能です。 

 ・派遣対象  県内に所在する企業、団体の方（任意のサークルも含む。） 
 ・派遣経費  無料（講師の人件費及び旅費は、県が負担します） 
  
２ 派遣の申込等 
 ・申 込 先  茨城県人権啓発推進センターに、電話等でお申込み下さい。 
          ＴＥＬ：０２９－３０１－３１３６ 
          ＦＡＸ：０２９－３０１－３１３８ 
          Ｅ-mail：koso5@pref.ibaraki.lg.jp 
          ＨＰ：「茨城県人権啓発推進センター」で検索 
         ※啓発ＤＶＤや図書の無料貸出しも行っています。 
 ・派遣決定  センターの人権相談員等の日程調整を行ったうえで、ご依頼者様あて連絡させて 

いただきます。 
 
【問合せ先】 
茨城県人権啓発推進センター（上記２の申込先参照）又は 
県福祉部 福祉政策課 人権施策推進室（TEL：029-301-3135） 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆* 

★ご覧いただき、ありがとうございました★ 次号をお楽しみに！！ 
 
◇県産業戦略部では、主に企業の方に向けて当メールマガジンを毎月発行しております。 
 
 当メールの定期配信をご希望の場合は、下記 E-mail あてに、 
 「氏名、企業・団体名、連絡先、E-mail」を記載のうえ、送信願います。 
 
 また、本メールマガジンへのご意見等ございましたら、下記発行元に電子メール、または FAX 
にてお寄せください。  
 
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
◇ 発行元、ご意見・お問い合わせ先  
  茨城県産業戦略部産業政策課総務Ｇ企画担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 
連絡先：TEL 029-301-3515 FAX 029-301-3539 

               E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
◇ Copyright(C) 2008 茨城県 掲載記事の無断転載を禁じます。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 


